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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ素子の発光層として用いられる有機薄
膜において、複数の極大値を有する発光スペクトルを得
られ、しかも簡易な方法で製造することができるものと
する。
【解決手段】有機ＥＬ素子１の有機薄膜（発光層４３）
は、有機高分子の主骨格に、この主骨格自身が発光する
発光スペクトルの極大値となる波長とは異なる波長にお
いて極大値を持つ光を発光する分子鎖を重合させて成る
発光材料４０と、発光材料４０に混合されたナノ粒子６
と、を有する有機薄膜を発光層４３として用いる。この
構成によれば、ナノ粒子６によって、発光材料４０の分
子鎖及び主骨格が発光する光の発光スペクトルの極大値
を増大させることができる。また、複数の発光材料によ
らず、複数の極大値を有する発光スペクトルを持る光を
生成できるので、発光層４３の製造を簡易にすることが
できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機高分子の主骨格に、この主骨格自身が発光する発光スペクトルの極大値となる波長
とは異なる波長において極大値を持つ光を発光する分子鎖を重合させて成る発光材料と、
　前記発光材料に混合されたナノ粒子と、を有することを特徴とする有機薄膜。
【請求項２】
　前記発光材料が、塗布型材料であることを特徴とする請求項１に記載の有機薄膜。
【請求項３】
　前記発光材料の主骨格が、フルオレン骨格であることを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の有機薄膜。
【請求項４】
　前記ナノ粒子の粒径が、１０～１００ｎｍであることを特徴とする請求項１乃至請求項
３のいずれか一項に記載の有機薄膜。
【請求項５】
　基板、第１の電極層、発光層を含む有機層、及び第２の電極層を順に積層して成る有機
有機エレクトロルミネッセンス素子であって、
　前記発光層として、請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の有機薄膜を含むこと
を特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明器具、液晶バックライト、各種ディスプレイ、表示装置等に用いられる
有機薄膜及びこれを発光層に含む有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子は、陽極及び陰極で挟持させた発光層が透明基
板上に形成されたものであり、電極間に電圧印加されたとき、発光層にキャリアとして注
入された電子及びホールの再結合により生成された励起子によって発光する。ＥＬ素子は
、発光層の発光材料に有機物を用いた有機ＥＬ素子と、無機物を用いた無機ＥＬ素子に大
別される。特に、有機ＥＬ素子は、低電圧で高輝度の発光が可能であり、発光材料の種類
によって様々な発光色が得られ、また、平面状の発光パネルとしての製造が容易であるこ
とから、各種表示装置やバックライトとして用いられる。更に、近年では、高輝度に対応
したものが実現され、これを照明器具に用いることが注目されている。
【０００３】
　図４は、一般的な有機ＥＬ素子の断面構成を示す。有機ＥＬ素子１０１は、透光性を有
する基板１０２上に、透光性を有する陽極層１０３が設けられ、この陽極層１０３の上に
、ホール注入層１４１、ホール輸送層１４２及び発光層１４３から成る有機層１０４が設
けられている。また、有機層１０４上に、光反射性を有する陰極層１０５が設けられる。
そして、陽極層１０３と陰極層１０５との間に電圧が印加されることによって、有機層１
０４の発光層１４３で発光した光は、陽極層１０３及び基板１０２を透過して素子外に取
り出される。
【０００４】
　このような有機ＥＬ素子１０１においては、発光層１４３に用いられる発光材料が１種
類であれば、基本的には、出射光の発光スペクトルは極大値が１つとなる。しかしながら
、照明器具等に用いられる白色光を出射させるには、複数の極大値を有する発光スペクト
ルを得る必要がある。そこで、１つの発光層に夫々異なる発光スペクトルを有する複数の
発光材料がドーピングされた有機ＥＬ素子が知られている（例えば、非特許文献１参照）
。また、夫々異なる発光スペクトルを有する複数の発光層を備えた有機ＥＬ素子が知られ
ている。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】有機ＥＬ技術開発の最前線，ｐ２４－２５／技術情報協会
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記非特許文献１に示される有機ＥＬ素子においては、発光材料が、そ
の種類や使用条件等によって各々寿命が異なっているので、所定波長の光を発光する発光
材料の発光が、寿命によって弱くなると、他の発光材料の発光が相対的に強くなる。白色
光は、各発光材料から放出された光を所定のバランスで混光することにより生成されるの
で、いずれかの発光材料の発光が弱く又は強くなると、そのバランスが崩れ、所望の白色
光が得られない。つまり、上記非特許文献１に示される有機ＥＬ素子においては、白色光
を得られる期間が、寿命の短い発光材料に依存してしまうことになる。また、複数の発光
層を形成する場合も、上記と同様に、白色光を得られる期間が、寿命の短い発光材料を用
いた発光層に依存することになる。また、各発光層の膜厚を夫々厳密にコントロールする
ことが容易でなく、しかも複数の成膜工程が必要となるので、素子の製造効率が悪くなる
という問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、複数の極大値を有する発光スペクトルを得
られ、しかも簡易な方法で製造することができる有機薄膜及びこの有機薄膜を用いた有機
ＥＬ素子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明に係る有機薄膜は、有機高分子の主骨格に、この主骨
格自身が発光する発光スペクトルの極大値となる波長とは異なる波長において極大値を持
つ光を発光する分子鎖を重合させて成る発光材料と、前記発光材料に混合されたナノ粒子
と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　上記有機薄膜において、前記発光材料が、塗布型材料であることが好ましい。
【００１０】
　上記有機薄膜において、前記発光材料の主骨格が、フルオレン骨格であることが好まし
い。
【００１１】
　上記有機薄膜において、前記ナノ粒子の粒径が、１０～１００ｎｍであることが好まし
い。
【００１２】
　基板、第１の電極層、発光層を含む有機層、及び第２の電極層を順に積層して成る有機
エレクトロルミネッセンス素子であって、前記発光層として、上記有機薄膜を含むことが
好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ナノ粒子によって、発光材料の分子鎖及び主骨格が発光する光の発光
スペクトルの極大値を増大させることができる。また、複数の発光材料によらず、複数の
極大値を有する発光スペクトルを持つ光を生成できるので、有機薄膜及びこれを用いた有
機エレクトロルミネッセンス素子の製造を簡易にすることができる。
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機薄膜を用いた有機エレクトロルミネッセンス素子
の側断面図。
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【図２】上記有機薄膜の実施例１、及び比較例１におけるフォトルミネッセンススペクト
ルを示す図。
【図３】（ａ）（ｂ）は、上記有機エレクトロルミネッセンス素子の実施例、及び比較例
における発光スペクトルを示す図。
【図４】（ａ）（ｂ）は、上記有機エレクトロルミネッセンス素子の実施例、及び比較例
において、発光面に半球レンズを設けた場合における発光スペクトルを示す図。
【図５】従来の有機エレクトロルミネッセンス素子の側断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の一実施形態に係る有機薄膜について、これを発光層として用いた有機エレクト
ロルミネッセンス素子（以下、有機ＥＬ素子）に基き、図１を参照して説明する。本実施
形態の有機ＥＬ素子１は、基板２上に、透光性を有する第１の電極層３と、ホール注入層
４１、ホール輸送層４２及び発光層４３（有機薄膜）から成る有機層４と、光反射性を有
する第２の電極層５が順次積層されたものである。この構成において、第１の電極層３は
、ホール注入層４１に正孔を供給する陽極として機能し、第２の電極層５は、発光層４３
に電子を注入する陰極として機能する。
【００１６】
　基板２には、例えば、ソーダライムガラスや無アルカリガラス等の透明ガラス板や、ポ
リエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、エポキシ等の樹脂、フッ素系樹脂等から任意
の方法によって作製されたプラスチックフィルムやプラスチック板等が用いられる。また
、基板２は、鉛等の重金属を混合したガラスであってもよく、任意のものを用いることが
できる。
【００１７】
　第１の電極層３は、有機層４に対して効率的に正孔を注入できるように、仕事関数の大
きい金属、合金、電気伝導性化合物、又はこれらの混合物から成る電極材料を用いること
が好ましく、仕事関数が４ｅＶ以上のものを用いることが特に好ましい。このような第１
の電極層３の材料としては、例えば、金等の金属、ＣｕＩ、ＩＴＯ（インジウム－スズ酸
化物）、ＳｎＯ２、ＺｎＯ、ＩＺＯ（インジウム－亜鉛酸化物）、ＧＺＯ（ガリウム－亜
鉛酸化物）等、ＰＥＤＯＴ、ポリアニリン等の導電性高分子及び任意のアクセプタ等でド
ープした導電性高分子、カーボンナノチューブ等の導電性透光性材料を挙げることができ
る。第１の電極層３は、上述した電極材料を、例えば、基板２の表面に真空蒸着法やスパ
ッタリング法、塗布等の方法により薄膜に形成することによって作製することができる。
第１の電極層３の透過率は、７０％以上であることが好ましい。また、第１の電極層３の
シート抵抗は、数百Ω／□以下であることが好ましく、１００Ω／□以下であることがよ
り好ましい。第１の電極層３の膜厚は、材料の導電性等の特性により異なるが、第１の電
極層３の光透過率、シート抵抗等の特性を上記のように制御するためには、５００ｎｍ以
下であることが好ましくは、１０～２００ｎｍの範囲に設定されることがより好ましい。
【００１８】
　有機層４は、上述したホール注入層４１、ホール輸送層４２及び発光層４３が積層され
たものであり、発光層４３上に、適宜に電子輸送層、ホールブロック層又は電子注入層等
（不図示）の適宜の有機層が積層されてもよい。また、発光層４３は、複数層形成されて
いてもよい。このように、発光層４３を複数層設ける場合には、その積層数は、多くなる
に従って光学的及び電気的な素子設計の難易度が増すので、５層以内が好ましく、３層以
内がより好ましい。また、この場合、複数の有機層４間に、電荷供給層（不図示）を介在
させることが好ましい。この電荷供給層としては、例えば、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ等の金属薄
膜、酸化バナジウム、酸化モリブデン、酸化レニウム、酸化タングステン等の金属酸化物
、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＡＺＯ、ＧＺＯ、ＡＴＯ、ＳｎＯ２等の透明導電膜、いわゆるｎ型半
導体とｐ型半導体の積層体、金属薄膜又は透明導電膜とｎ型半導体及び／又はｐ型半導体
との積層体、ｎ型半導体とｐ型半導体の混合物、ｎ型半導体又はｐ型半導体と金属との混
合物等が挙げられる。ｎ型半導体やｐ型半導体としては、無機材料であっても、有機材料
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であってもよい。更に、有機材料と金属との混合物、有機材料と金属酸化物、有機材料と
有機系アクセプタ／ドナー材料、無機系アクセプタ／ドナー材料等の組合わせによって得
られるものであってもよく、これらが適宜に選定して使用される。
【００１９】
　ホール注入層４１には、例えば、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）等の低分子量の有機化
合物や、ポリエチレンジオキシチオフェン／ポリスチレンスルホン酸（ＰＥＤＯＴ－ＰＳ
Ｓ）等の高分子材料が用いられる。なお、上述したものに限られず、一般に知られる任意
のホール注入材料を用いることができる。
【００２０】
　ホール輸送層４２は、ホール輸送性を有する化合物の群から適宜に選定された材料から
形成される。この種の化合物としては、例えば、４，４’－ビス［Ｎ－（ナフチル）－Ｎ
－フェニル－アミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル
）－（１，１’－ビフェニル）－４，４’－ジアミン（ＴＰＤ）、２－ＴＮＡＴＡ、４，
４’，４”－トリス（Ｎ－（３－メチルフェニル）Ｎ－フェニルアミノ）トリフェニルア
ミン（ＭＴＤＡＴＡ）、４，４’－Ｎ，Ｎ’－ジカルバゾールビフェニル（ＣＢＰ）、ス
ピロ－ＮＰＤ、スピロ－ＴＰＤ、スピロ－ＴＡＤ、ＴＮＢ等に代表されるトリアリールア
ミン系化合物、カルバゾール基を含むアミン化合物、フルオレン誘導体を含むアミン化合
物等が挙げられる。なお、上述したものに限られず、一般に知られる任意のホール輸送材
料を用いることができる。
【００２１】
　発光層４３は、後述する発光材料４０と、ナノ粒子６とがホスト材料中に混合された組
成物により形成される。発光材料４０としては、有機高分子の主骨格に、この主骨格自身
が発光する発光スペクトルの極大値となる波長とは異なる波長において極大値を持つ光を
発光する分子鎖を重合させて成る化合物が用いられる。
【００２２】
　このような化合物としては、下記化学式１に示されるようなフルオレンを主骨格とし、
分子鎖としてアセン系分子（アントラセン、ナフタセン、ペンタセン等）、ＢＴ（ベンゾ
チアジアゾール）、イリジウム錯体等を重合させた材料を用いることができる。フルオレ
ンはそれ自身で青色発光し、π共役系高分子であることから分子鎖を重合させ易く、また
、光励起や電界励起されたエネルギーが分子鎖へ遷移しやすい特性を有する。なお、主骨
格はフルオレンに限られず、主骨格がそれ自身で発光するπ共役系高分子材料であっても
よい。また、分子鎖も上記材料に限定されるものではなく、主骨格自身が発光する材料の
発光スペクトルが極大値となる波長とは異なる波長で極大値を持つ発光をする材料であれ
ばよい。
【００２３】
【化１】

【００２４】
　上述したフルオレン骨格から成る化合物を主骨格とし、この主骨格自身が発光する発光
スペクトルの極大値となる波長とは異なる波長において極大値を持つ光を発光する分子鎖
を重合させた発光材料として、例えば、下記化学式（２）に示されるPoly[(9,9-dioctyl-
2,7-divinylenefluorenylene)-alt-co-(9,10-anthracene)]（ADS106RE；アメリカンダイ
ソース社製）が挙げられる。この化合物は、主骨格自身が発光する発光スペクトルの極大
波長が４３０～４５０ｎｍの範囲にあり、分子鎖が発光する発光スペクトルの極大波長が
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５３０～５５０ｎｍの範囲にある。
【００２５】
【化２】

【００２６】
　また、例えば、下記化学式（３）に示されるＦ８ＢＴ（Poly[(9,9-di-n-octylfluoreny
l-2,7-diyl)-alt-(benzo[2,1,3]thiadiazol-4,8-diyl)]）が挙げられる。この化合物は、
主骨格自身が発光する発光スペクトルの極大波長が４３０～４５０ｎｍの範囲にあり、分
子鎖が発光する発光スペクトルの極大波長が６３５～６５５ｎｍの範囲にある。
【００２７】

【化３】

【００２８】
　更に、例えば、下記化学式（４）に示されるＦ６ＢＴ（Poly[(9,9-di-n-hexylfluoreny
l-2,7-diyl)-alt-(benzo[2,1,3]thiadiazol-4,8-diyl)]）が挙げられる。この化合物は、
主骨格自身が発光する発光スペクトルの極大波長が３９０～４２０ｎｍの範囲にあり、分
子鎖が発光する発光スペクトルの極大波長が６３５～６５５ｎｍの範囲にある。
【００２９】

【化４】

【００３０】
　ナノ粒子６としては、ＩＴＯやＡＴＯ等の金属酸化物微粒子や、ジルコニア等が用いら
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れ、上述の発光材料４０の屈折率より低い材料が好ましい。一般的な発光材料の屈折率は
、１．７～１．８程度であり、基板２として汎用されるガラス基板や大気の屈折率より高
いので、発光層４３で発光した光がこれらの界面で全反射され、基板２や大気へ到達しな
いことがある。そこで、発光層４３を低屈折率化することにより、これらの界面における
臨界角を大きくし、全反射を生じ難くすることができる。
【００３１】
　発光材料４０より屈折率の低いナノ粒子６としては、フッ化マグネシウム、シリカ、中
空シリカ、ナノポーラスシリカ、メソポーラスシリカに代表される多孔質シリカ等が挙げ
られる。特に、メソポーラスシリカは、ナノ粒子６として好適に用いられる。すなわち、
メソポーラスシリカは、中空シリカよりも空隙率が高くできるので、中空シリカよりも低
屈折率化に有効であり、また、空隙率を保ったまま粒径を制御することができる。しかも
、表面に官能基があるので、各種の表面処理が容易であり、他の材料への分散性を向上し
やすいという特性を持っている。より好ましくは、このメソポーラスシリカを、４００℃
の高温で熱処理したものが用いられる。
【００３２】
　ナノ粒子６の粒径は、１０～１００ｎｍであることが好ましい。有機層４の各層の膜厚
は、可視光の波長オーダーである。特に、発光層４３の膜厚は、干渉効果が得られ、最適
な干渉条件で設計されており、通常、５０～２００ｎｍである。しかも、発光層４３と他
の有機層４との界面は、均一な成膜を可能とすると共に、面抵抗を均等にするため、平坦
であることが望まれる。つまり、ナノ粒子の粒子径が、上記１０～１００ｎｍの範囲で適
宜に設定されることにより、ナノ粒子が発光層４３の膜厚に影響することなく、また、発
光層４３の表面粗さを少なくすることができる。
【００３３】
　発光層４３の構築方法としては、発光材料４０に予めナノ粒子６を混合した組成物を、
発光層４３の下地層（図１に示すホール輸送層４２）上に塗布により積層する方法が挙げ
られる。つまり、塗布型の発光材料を用いれば、複雑な製造工程や、大掛かりな製造装置
等によらず、発光層４３を作製することができる。また、ホール輸送層４２の上に予めメ
ソポーラスシリカ膜を形成した上で、発光材料４０を積層して発光層４３を構築してもよ
い。また、ホール輸送層４２上に、発光層４３をある膜厚で積層した上にメソポーラスシ
リカ膜を形成し、この上から更に発光材料４０を積層して発光層４３を構築してもよい。
この場合、ホール輸送層４２の上に積層される発光材料４０は、２０ｎｍ以下であること
が好ましい。
【００３４】
　なお、発光層４３と第２の電極層５との間には、電子輸送層（不図示）が形成されてい
てもよい。電子輸送層の形成に用いられる材料としては、汎用の電子輸送性を有する化合
物の群から適宜選定することができる。この種の化合物としては、例えば、Ａｌｑ３等の
電子輸送性材料として知られる金属錯体や、フェナントロリン誘導体、ピリジン誘導体、
テトラジン誘導体、オキサジアゾール誘導体等のヘテロ環を有する化合物等が挙げられる
が、この限りではない。また、電子輸送層と第２の電極層５との間に、電子注入層（不図
示）が形成されていてもよい。
【００３５】
　第２の電極層５は、発光層４３に対して効率的に電子を注入できるように、仕事関数の
小さい金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物から成る電極材料を用いること
が好ましく、仕事関数が５ｅＶ以下のものであることが特に好ましい。第２の電極層５を
構成する材料としては、アルカリ金属、アルカリ金属のハロゲン化物、アルカリ金属の酸
化物、アルカリ土類金属等、及びこれらと他の金属との合金等が用いられる。具体的には
、アルミニウム（Ａｌ）や銀（Ａｇ）、又はこれら金属を含む化合物を用いることができ
る。また、Ａｌと他の電極材料を組み合わせて積層構造等として構成するものであっても
よい。このような電極材料の組み合わせとしては、アルカリ金属とＡｌとの積層体、アル
カリ金属と銀との積層体、アルカリ金属のハロゲン化物とＡｌとの積層体、アルカリ金属
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の酸化物とＡｌとの積層体、アルカリ土類金属や希土類金属とＡｌとの積層体、これらの
金属種と他の金属との合金等が挙げられる。具体的には、例えば、ナトリウム（Ｎａ）、
Ｎａ－カリウム（Ｋ）合金、リチウム（Ｌｉ）、マグネシウム（Ｍｇ）等とＡｌとの積層
体、Ｍｇ－Ａｇ混合物、Ｍｇ－インジウム混合物、Ａｌ－Ｌｉ合金、ＬｉＦ／Ａｌ混合物
／積層体、Ａｌ／Ａｌ２Ｏ３混合物等が挙げられる。更に、アルカリ金属の酸化物、アル
カリ金属のハロゲン化物、又は金属酸化物を第２の電極層５の下地として用い、更に金属
等の導電材料を１層以上積層して用いてもよい。これらの例として、例えば、アルカリ金
属／Ａｌの積層、アルカリ金属のハロゲン化物／アルカリ土類金属／Ａｌの積層、アルカ
リ金属の酸化物／Ａｌの積層等が挙げられる。また、上記に列挙したもの以外についても
、第２の電極層５（陰極）から発光層４３への電子注入を促進させる層、すなわち、電子
注入層（不図示）を陰極と発光層の間に挿入させることが好ましい。電子注入層を構成す
る材料としては、上記第２の電極層５を構成する材料と共通のもの、酸化チタン、酸化亜
鉛等の金属酸化物、上記材料を含めて、電子注入を促進させるドーパントを混合した有機
半導体材料等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００３６】
　また、第２の電極層５は、透明電極と光反射性の層との組み合わせによって構成されて
もよい。第２の電極層５を透光性の電極として形成する場合には、ＩＴＯ、ＩＺＯ等に代
表される透明電極にて形成してもよい。また、第２の電極層５の界面の有機物層にリチウ
ム、ナトリウム、セシウム、カルシウム等のアルカリ金属、アルカリ土類金属をドープし
ても良い。
【００３７】
　第２の電極層５の作製方法としては、例えば、上述した電極材料を真空蒸着法やスパッ
タリング法、塗布等の方法により、薄膜に形成すること等が挙げられる。第２の電極層５
が、光反射性電極である場合には、その反射率は８０％以上であることが好ましく、９０
％以上であることがより好ましい。
【００３８】
　また、第２の電極層５が透光性電極である場合には、第２の電極層５の光透過率が７０
％以上であることが好ましい。この場合の第２の電極層５の膜厚は、第２の電極層５の光
透過率等の特性を制御するために、材料により異なるが、５００ｎｍ以下であることが好
ましく、１００～２００ｎｍの範囲であることが特に好ましい。
【実施例】
【００３９】
　次に、上述した実施形態の実施例について、比較例と対比しながら具体的に説明する。
【００４０】
　（実施例１）
　基板２として、厚み０．７ｍｍの無アルカリガラス板（Ｎｏ．１７３７；コーニング製
）を用い、赤色高分子（アメリカンダイソース社製「Light Emitting Polymer ADS106RE
」）を、テトラヒドロフタン（ＴＨＦ）溶媒に溶解した溶液を、基板２の上に、膜厚が２
０ｎｍになるようにスピンコータで塗布し、１００℃で１０分間焼成した。その上に、ブ
タノール分散した粒子径５０ｎｍのメソポーラスシリカ（ナノ粒子６）を塗布し、１００
℃で１０分間焼成した。更に、赤色高分子ADS106REをＴＨＦ溶媒に溶解した溶液を、メソ
ポーラスシリカ膜の上に、総膜厚が１００ｎｍになるようにスピンコータで塗布し、１０
０℃で１０分間焼成して発光層４３（有機薄膜）を作製し、これを実施例１とした。
【００４１】
　（比較例１）
　発光層４３にナノ粒子を混合しなかった以外は実施例１と同様のサンプルを作製し、こ
れを比較例１とした。
【００４２】
　（実施例２）
　基板２として、厚み０．７ｍｍの無アルカリガラス板（Ｎｏ．１７３７；コーニング製
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）を用い、ＩＴＯ（スズドープ酸化インジウム）ターゲット（東ソー製）を用いて、基板
２の上にスパッタを行い、膜厚１５０ｎｍのＩＴＯ層を形成した。得られたＩＴＯ層付ガ
ラス基板を、アルゴン（Ａｒ）ガス雰囲気下２００℃で１時間アニール処理を行い、シー
ト抵抗１８Ω／□の、透光性を有する陽極として機能する第１の電極層３を形成した。次
に、第１の電極層３上に、ポリエチレンジオキシチオフェン／ポリスチレンスルホン酸（
ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ：スタルクヴィテック社製「Baytron P AI4083」、ＰＥＤＯＴ：ＰＳ
Ｓ＝１：６）を膜厚３０ｎｍになるようにスピンコータで塗布し、１５０℃で１０分間焼
成することにより、ホール注入層４１を得た。
【００４３】
　次に、ＴＦＢ（Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4’-(N-(4-sec-butylph
enyl))diphenylamine)]；アメリカンダイソース社製「Hole Transport Polymer ADS259BE
」）を、ＴＨＦ溶媒に溶解した溶液を、ホール注入層４１の上に膜厚１２ｎｍになるよう
に、スピンコータで塗布してＴＦＢ被膜を作製し、これを２００℃で１０分間焼成するこ
とによって、ホール輸送層４２を得た。更に、赤色高分子（アメリカンダイソース社製「
Light Emitting Polymer ADS106RE」）をＴＨＦ溶媒に溶解した溶液を、ホール輸送層４
２の上に膜厚が２０ｎｍになるようにスピンコータで塗布し、１００℃で１０分間焼成し
た。その上に、ブタノール分散した粒子径３０ｎｍのメソポーラスシリカ（ナノ粒子６）
を塗布し、１００℃で１０分間焼成した。更に、赤色高分子ADS106REをＴＨＦ溶媒に溶解
した溶液を、メソポーラスシリカ膜上に、ホール輸送層４２上の発光層４３全体の膜厚が
１００ｎｍになるようにスピンコータで塗布し、１００℃で１０分間焼成した。最後に、
真空蒸着法により、発光層４３の上に、バリウムを５ｎｍ、アルミニウムを８０ｎｍの厚
みで成膜することにより光反射性の陰極である第２の電極層５を形成し、有機ＥＬ素子１
を作製し、これを比較例２とした。
【００４４】
　（比較例２）
　発光層４３にナノ粒子６を混合しなかった以外、実施例２と同様の方法で有機ＥＬ素子
を作製し、これを比較例２とした。
【００４５】
　（評価試験）
　実施例１及び比較例１に対して、波長３００ｎｍに極大値を有する紫外光を照射し、こ
の紫外光により励起して放出された光をのスペクトル、すなわちフォトルミネッセンスス
ペクトル（以下、ＰＬスペクトル）を輝度計により計測した。その結果を図２に示す。な
お、同図においては、比較例１の最大強度を１としたときの強度比で示している。
【００４６】
　図２に示されるように、発光層４３にナノ粒子６を混合していない比較例１において、
５００～６００ｎｍの波長領域に、ほぼ単一の極大値を持つＰＬスペクトルが計測された
。これに対して、発光層４３にナノ粒子６を混合させた実施例１においては、５００～６
００ｎｍの波長領域の極大値が、比較例１よりも増大した。また、実施例１では、３５０
～４５０ｎｍの波長領域における極大値が顕著となったＰＬスペクトルが計測された。
【００４７】
　また、実施例２及び比較例２については得られた有機ＥＬ素子において、電極間に電流
密度が１０ｍＡ／ｃｍ２となるように電流を流し、輝度計により発光スペクトル（以下、
ＥＬスペクトル）を計測した。計測は、出射角度が０ｄｅｇ及び６０ｄｅｇであるときの
ＥＬスペクトルに対して行った。その結果を夫々図３（ａ）（ｂ）に示す。なお、同図に
おいては、出射角度０ｄｅｇにおける比較例２の強度を１としたときの強度比で示してい
る。
【００４８】
　次に、材質がガラスの半球レンズを、ガラスと同じ屈折率のマッチングオイルを介して
、実施例２及び比較例２の有機ＥＬ素子の発光面上に夫々配置して、上記と同じ計測を行
うことにより、基板まで到達する光を計測した。この半球レンズは、基板２から大気への
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光取出し効率を向上させるものである。計測は、上記と同様に、出射角度が０ｄｅｇ及び
６０ｄｅｇであるときの発光スペクトルに対して行った。その結果を図４（ａ）（ｂ）に
示す。また、ここでも出射角度が０ｄｅｇであるときの比較例２の強度を１としたときの
強度比で示している。
【００４９】
　図３（ａ）（ｂ）及び図４（ａ）（ｂ）に示されるように、発光層４３にナノ粒子６を
混合していない比較例２において、５００～６００ｎｍの波長領域に、ほぼ単一の極大値
を持つＥＬスペクトルが計測された。これに対して、発光層４３にナノ粒子６を混合させ
た実施例１においては、５００～６００ｎｍの波長領域の極大値が、比較例１よりも増大
した。特に、図３（ｂ）、図４（ｂ）に示されるように、出射角度６０ｄｅｇである場合
に、３５０～４５０ｎｍの波長領域における極大値がより顕著となったＥＬスペクトルが
計測された。また、この４５０～４５０ｎｍの波長領域における極大値は、発光面に半球
レンズを設けた場合により顕著となった。
【００５０】
　これらの結果において、５００～６００ｎｍの波長領域に見られる極大値は、発光層４
３に用いられた発光材料ADS106REの分子鎖の発光に起因するものである。一方、３５０～
４５０ｎｍの波長領域における極大値は、発光材料ADS106REの主骨格の発光に起因するも
のである。しかしながら、発光層４３にナノ粒子６を混合していない比較例１，２のＰＬ
スペクトル及びＥＬスペクトルにおいては、分子鎖の発光に起因する極大値は見られるも
のの、主骨格の発光に起因する極大値は殆ど見られなかった。
【００５１】
　これに対して、発光層４３にナノ粒子６を混合させた実施例１，２のＰＬスペクトル及
びＥＬスペクトルにおいては、分子鎖の発光に起因する極大値が、比較例１，２よりも増
大し、しかも、主骨格の発光に起因する極大値が顕著となった。すなわち、発光層４３に
ナノ粒子６を混合させることにより、分子鎖の発光による光の利用効率を向上させるだけ
でなく、主骨格の発光による光を有効光として利用できることが分かった。
【００５２】
　本実施形態の発光層４３（有機薄膜）及びこれを用いた有機ＥＬ素子１によれば、ナノ
粒子６によって、発光材料４０の分子鎖及び主骨格が発光する光の発光スペクトルの極大
値を増大させることができる。また、複数の発光材料によらず、複数の極大値を有する発
光スペクトルを持る光を生成できるので、有機層４及びこれを用いた有機ＥＬ素子１の製
造を簡易にすることができる。
【００５３】
　なお、本発明は、発光層において、有機高分子の主骨格が発光する発光スペクトルの極
大値と、異なる波長において極大値を有する光を発光する分子鎖から成る発光材料に、ナ
ノ粒子を混合させたものであれば、上述した構成に限らずに種々の変形が可能である。例
えば、発光材料は、主骨格に極大値が異なる複数種の分子鎖が重合されたものでもよいし
、このような発光材料を複数混在させてもよい。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　有機ＥＬ素子
　２　　基板
　３　　第１の電極層
　４　　有機層
　４０　　発光材料
　４１　　ホール注入層
　４２　　ホール輸送層
　４３　　発光層（有機薄膜）
　５　　第２の電極層
　６　　ナノ粒子
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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